
収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

1氏名、2性別、3生年月日、4年齢、5住所、6電話番号、7家族（親族）、8婚
姻、9資産、10収入、11公的扶助、12学歴、13職業、14職歴、15役職、16個
人番号、17障害

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務者

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　■無

給与支払報告書

―

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　■含む　　　　　　　　　　　　　　　　□含まない

市民税課税事務電算受託業者

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

給与支払報告書

生駒市長

財務部課税課

個人市民税・県民税・森林環境税の賦課決定のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、会社、相続人、納税管理人



収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　■含む　　　　　　　　　　　　　　　　□含まない

市民税課税事務電算受託業者

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

個人市県民税申告書

生駒市長

財務部課税課

個人市民税・県民税・森林環境税の賦課決定のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、税務署、会社、相続人、納税管理人

1氏名、2性別、3生年月日、4年齢、5住所、6電話番号、7家族（親族）、8婚
姻、9資産、10収入、11公的扶助、12学歴、13職業、14職歴、15役職、16個
人番号、17病歴、18障害、19医師等の指導（診療・調剤）

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務者

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　■無

個人市県民税申告書

―



収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　■含む　　　　　　　　　　　　　　　　□含まない

市民税課税事務電算受託業者

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

住民税課税台帳

生駒市長

財務部課税課

個人市民税・県民税・森林環境税の賦課決定のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、税務署、会社、相続人、納税管理人、日本年金機構

1氏名、2性別、3生年月日、4年齢、5住所、6電話番号、7家族（親族）、8婚
姻、9資産、10収入、11公的扶助、12課税、13納税、14口座情報、15学歴、
16職業、17職歴、18役職、19個人番号、20病歴、21障害、22医師等の指導
（診療・調剤）

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務者

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　■無

市民税申告書、給与支払報告書、年金支払報告書、確定
申告書

―



収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

1氏名、2性別、3生年月日、4年齢、5住所、6電話番号、7家族（親族）、8婚
姻、9資産、10収入、11公的扶助、12課税、13納税、14口座情報、15学歴、
16職業、17職歴、18役職、19個人番号、20病歴、21障害、22医師等の指導
（診療・調剤）

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務者

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　■無

確定申告書

―

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　■含む　　　　　　　　　　　　　　　　□含まない

市民税課税事務電算受託業者

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

所得税及び復興所得税申告書

生駒市長

財務部課税課

個人市民税・県民税・森林環境税の賦課決定のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、税務署、会社、相続人、納税管理人



収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

1氏名、2性別、3生年月日、4年齢、5住所、6電話番号、7家族（親族）、8婚
姻、9資産、10収入、11公的扶助、12学歴、13職業、14職歴、15役職、16個
人番号、17障害

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

個人市民税・県民税・森林環境税の納税義務者

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　■無

年金支払報告書、市・県民税申告書、確定申告書

―

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　■含む　　　　　　　　　　　　　　　　□含まない

市民税課税事務電算受託業者

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

年金支払報告書

生駒市長

財務部課税課

個人市民税・県民税・森林環境税の賦課決定のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、税務署、会社、相続人、納税管理人、日本年金機構



収集の相手方

収集の手段

■法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5標識番号、6車名、7車台番号、8
総排気量、9登録年月日

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

軽自動車税の納税義務者等若しくは使用者

□法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　□無

軽自動車税（種別割）申告書（報告書）

―

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　□含む　　　　　　　　　　　　　　　　■含まない

―

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

軽自動車税（種別割）申告書（報告書）

生駒市長

財務部課税課

軽自動車税の賦課決定のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、地方公共団体情報システム機構



収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5課税、6納税、7標識番号、8車名、
9車台番号、10総排気量、11登録年月日

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

軽自動車税の納税義務者等若しくは使用者

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
■有　　　□無

軽自動車税（種別割）申告書（報告書）、軽自動車税申告
（報告）書兼標識交付申請書（原動機付自転車、小型特殊
自動車）、軽自動車検査情報市区町村提供システム、軽自
動車税廃車申告書兼標識返納書

―

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　□含む　　　　　　　　　　　　　　　　■含まない

―

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

軽自動車税課税台帳

生駒市長

財務部課税課
（市民部課税課）

軽自動車税の賦課決定のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、地方公共団体情報システム機構



収集の相手方

収集の手段

■法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5標識番号、6車名、7車台番号、8
総排気量、9登録年月日

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

軽自動車税の納税義務者等若しくは使用者

□法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　□無

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書
（原動機付自転車、小型特殊自動車）

―

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　□含む　　　　　　　　　　　　　　　　■含まない

―

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

軽自動車税申告（報告）書兼標識交付申請書
（原動機付自転車、小型特殊自動車）

生駒市長

財務部課税課

軽自動車税の賦課決定のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人



収集の相手方

収集の手段

■法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　□含む　　　　　　　　　　　　　　　　■含まない

―

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

生駒市長

財務部課税課

軽自動車税の賦課決定のため

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人

1氏名、2生年月日、3住所、4電話番号、5標識番号、6車名、7車台番号、8
総排気量、9登録年月日

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

軽自動車税の納税義務者等若しくは使用者

□法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　□無

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書

―



収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　□含む　　　　　　　　　　　　　　　　■含まない

県税事務所

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

家屋評価図形計算ファイル

生駒市長

財務部課税課

固定資産税及び都市計画税の課税資料の調査及び賦課

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人、他の官公署

1氏名、2資産

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

市内に所在する固定資産の所有者等

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　■無

家屋図面、税務通知書

―



収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　□含む　　　　　　　　　　　　　　　　■含まない

―

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

固定資産課税台帳兼評価調書

生駒市長

財務部課税課

固定資産税及び都市計画税の課税資料の調査及び賦課

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

同一実施機関、他の官公署

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5資産、6公的扶助、7課税、8納税、9個
人番号

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

市内に所在する固定資産の所有者等

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　■無

税務通知書、住民基本台帳データ

―



収集の相手方

収集の手段

□法第60条第2項第2号
（マニュアル処理ファイル）

個人情報ファイル簿

　　　　　　　　　□含む　　　　　　　　　　　　　　　　■含まない

―

（名　称）　生駒市　総務部　総務課　情報統計係

（所在地）　〒630-0288　奈良県生駒市東新町8番38号

納税者管理ファイル

生駒市長

財務部課税課

固定資産税及び都市計画税の課税資料の調査及び賦課

個人情報ファイルの名称

行政機関等の名称

個人情報ファイルが利用に供
される事務をつかさどる組織
の名称

個人情報ファイルの利用目的

要配慮個人情報が含まれると
きは、その旨

記録情報の収集方法

本人

1氏名、2性別、3生年月日、4住所、5電話番号、6資産、7個人番号

　　　備　　　考

記録範囲
（記録される個人の範囲）

記録情報の経常的提供先

開示請求等を受理する組織
の名称及び所在地

訂正及び利用停止に関する
他の法令の規定による特別
の手続等

個人情報ファイルの種別

記録項目

―

市内に所在する固定資産の所有者等

■法第60条第2項第1号
　　（電算処理ファイル）

政令第21条第7項に該当するファイル
□有　　　■無

相続人代表者指定届、納税管理人申告書、納税義務代表
者選任・変更届、未登記家屋の名義人変更に関する届出
書

―


